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年
表

（神
武

ユ則

六
六
七

ｍ・・赫
甲
寅

十
月
、
神
日
本
磐
余
彦
尊
、
諸
皇
子

・
舟
師
を
率

い
て
東
征
を
開
始
す
る
。

一則

六
六
〇

神
武
・
辛
西

一
月
、
神
日
本
磐
余
彦
尊
、
橿
原
宮
で
即
位
す
る
。

一馴̈
　
一（五
九

一帥”　
五
八
五

一帥］
五
八
一

二酬］
薫
四
九

一帥］
五
四
七

）一則

五
〓

一酬̈
　
五
一〇

一削
　
五
〇
九

一酬”　
四
七
七

ユ剛̈
　
囀
七
五

ユ則

三
九
二

一削

二
九
二

一則

三
九
一

一則

二
九
一

一則

二
九
〇

一副

一〓
五

一円

二
西

神
武
　
二

七
十
六

緩
靖

　

一

三
十
三

安
寧
　
二

三
十
八

繁
徳

　

一二

三
十
四

孝
昭
　

一

八
十
三

孝
安

　

一二

一
〇
二

孝
霊
　

一

七
十
六

孝
元
　

一

二
月
、
天
皇
、
道
臣
命

（大
伴
氏
の
遠
祖
）
。
珍
彦

・
弟
猾
ら
を
褒
賞
す
る
。

三
月
、
天
皇
、
橿
原
宮
に
崩
御
す
る
。
年

一
二
七
歳
。

一
月
、
神
淳
名
川
耳
尊
、
即
位
す
る
。
葛
城
の
高
丘
宮
を
つ
く
る
。

五
月
、
天
皇
、
崩
御
。
年
八
十
四
歳
。
七
月
、
磯
城
津
彦
玉
手
看
尊
、
即
位
す
る
。

こ
の
年
、
都
を
片
塩
に
遷
す
、
浮
穴
宮
と
い
う
。

十
二
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
年
五
十
七
歳
。

二
月
、
大
日
本
彦
紹
友
尊
、
即
位
す
る
。

一
月
、
都
を
軽
に
遷
す
、
曲
峡
宮
と
い
う
。

九
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

一
月
、
観
松
彦
香
殖
稲
尊
、
即
位
す
る
。
七
月
、
都
を
液
上
に
遷
す
、
池
心
宮

と
い
う
。

八
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

一
月
、
日
本
足
彦
国
押
人
尊
、
即
位
す
る
。

十
月
、
都
を
室
の
地
に
遷
す
、
秋
津
嶋
宮
と
い
う
。

一
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

一
月
、
大
日
本
根
子
彦
太
項
尊
、
即
位
す
る
。
前
年
、
都
を
黒
田
に
遷
す
、
唐

戸
宮
と
い
う
。

二
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

一
月
、
大
日
本
根
子
彦
国
牽
尊
、
即
位
す
る
。

「日
本
書
紀
」
主貝
任
編
集

井
上
光
貞
、
中
央
公
論
社
、
末
尾
の
　
　
　
他
参
照
。

こ
の
年
表
だ
け
を
見
る
と
、
異
様
な
点
が
多
々
あ
り
ま
す
。
第
１
１
と
突
き
合
わ
せ
て
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

＊
辛
酉
革
命
説
に
よ
り
、
神
武
天
皇
即
位
の
年
を
定
め
た
の

だ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

＊

『
記
』
で
は

一
三
七
歳
ｃ

＊

『
記
』
で
は
四
十
五
歳
．

＊

『
記
』
で
は
四
十
九
歳
ｃ

＊

『記
」
で
は
四
十
五
歳
．

＊

『記
』
で
は
九
十
三
歳
ｃ

＊

『記
』
で
は

一
二
三
歳
ｃ

＊

『記
』
で
は

一
〇
六
歳
ｃ

西
　
暦

天
皇
年
号

主

要

記

事

参

考

事

項

4026θ 0くらfだ理ヽ髪〕)

一馴

二
〓

一̈剛
　
一五
八

一̈剛一　
一五
七

率則
　
九
八

一則
　
九
七

率剛
一　
九
五

一剛
　
九
二

四

五
十
七

開
化

　

一

六
十

崇
神

　

一三二ハ

率則
　
九
一

十

一
月
、
大
田
田
根
子
を
大
物
主
大
神
の
祭
主
と
し
、
長
尾
市
を
大
国
魂
神
の

七

祭
主
と
す
る
。

九
月
、
大
彦
命
ら
四
道
将
軍
を
遣
わ
す
。

九
月
、
天
皇
は
御
肇
国
天
皇
と
た
た
え
ら
れ
る
。

六
十
五

七
月
、
任
那
國
が
蘇
那
局
叱
知

（＝
阿
羅
斯
等
）
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
る
。

継
体
朝
末
こ
ろ
来
朝
し
た
の
だ
ろ
う
。
（第
１
表
参

＊
本
来
、

昭
小）

六
十
八

垂
仁

　
一

十
二
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

＊

『
記
』
で
は

一
六
八
歳
。

十
月
、
纏
向
に
都
を
造
る
ｃ
珠
城
宮
と
い
う
。

二
月
、
新
羅
の
王
子
天
日
槍
が
渡
来
す
る
。

＊
天
日
槍
は
、
筑
前
国
恰
土
郡
に
居
住
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（筑
前
国
風
土
記
逸
文
、
恰
土
郡
条
参
照
．
天
日
槍
の
子
孫

が
、
後
年
、
恰
土
郡
の
地
勢
に
似
て
い
る
但
馬
国
の
出
石

に
住
み
た
い
と
懇
願
し
、
許
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
）

目|」  月り 月|」  目|」

七 ′ヽ プLO

目|」  月I」  日|」

三三 ブヽ ′ヽ

十

十

二

三
月
、
都
を
軽
の
地
に
遷
す
、
境
原
宮
と
い
う
ｃ

九
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
十

一
月
、
雅
日
本
根
子
彦
大
日
日
尊
、
即
位
す
る
ｃ

十
月
、
都
を
春
日
に
遷
す
。
率
川
宮
と
い
う
ｃ

四
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
ｃ

一
月
、
御
間
城
入
彦
五
十
項
殖
尊
、
即
位
す
る
。

九
月
、
都
を
磯
城
に
遷
す
、
瑞
離
宮
と
い
う
。

こ
の
年
、
大
殿
に
祭
る
天
照
大
神
を
豊
鍬
入
姫
命
に
つ
け
て
倭
の
笠
縫
邑
に
祭

り
、
日
本
大
国
魂
神
を
淳
名
城
入
姫
命
に
つ
け
て
祭
ら
し
め
る
。

一
月
、
活
日
入
彦
五
十
狭
茅
尊
、
即
位
す
る
。

＊

「記
』
で
は
五
十
七
歳
ｃ

＊

『記
』
で
は
六
十
三
歳
ｃ

＊
崇
神
天
皇
に
相
当
す
る
神
武
天
皇

（重
詐
し
た
継
体
天
皇
）

か
ど
二
朝
時
代
を
続
輛

〕牝
な

う
と
襲
イ

・（〓
扶
抑

ご
国
ρ
識
に

安
置
さ
れ
て
き
た
八
腿
鏡
お
よ
び
草
薙
剣

（古
語
拾
遺
）

を
笠
縫
邑

へ
お
遷
し
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

＊
し
か
し
、
二
朝
時
代
は
存
続
す
る
こ
と
と
な
り
、
草
薙
剣

の
み
が
東
の
朝
廷
の
神
璽
と
さ
れ
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
ｃ

（第
１
表
。
第
９
表
参
照
）

１

）

,



ユ則
　
一≡

二則
　
　
七

七

二
十
三

二
十
八

三
十
二

八
十
六

二剛
　
　
五

二
十
五

一則
　
　
二

五
七六

一
七
〇

七
一

八
二

九
七

九
十

九
十
九

良宗
″行日　
　
　
一

十
二

二
十
七

七
月
、
野
見
宿
面
が
当
麻
販
速
と
相
撲
を
と
り
、
販
速
を
殺
す
。

十

一
月
、
誉
津
別
命
が
鵠

（白
鳥
）
を
弄

ん
で
、
言
葉
を
言
う

の
で
、
鵠
を
献
じ
た
湯
河
板
挙
を
賞
し
て
鳥
取
造

の
姓
を
賜
い

養
部

・
誉
津
部
を
定
め
る
。

二
月
、
倭
姫
命
、
天
照
大
神
の
鎮
座
地
を
求
め
て
、
近
江

伊
勢
国
に
祠
を
立
て
る
。

十

一
月
、
殉
死
始
ま
る
。

七
月
、
皇
后
日
葉
酢
媛
命

（
一
に
云
は
く
、
日
葉
酢
根
命

際
し
、
野
見
宿
面
の
進
言
を
採
択
。
『
古

の
風
」
と
し
て

止
め
、
殉
死
者
の
か
わ
り
に
埴
輪
を

《
陵
墓
）
に
立
て
る
。

こ
と
が
で
き
た

、
鳥
取
部

・
鳥

美
濃
を
め
ぐ
り
、

＊

〔垂
仁
朝
に
相
当
す
る
〕
欽
明
朝
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
（第

可
表
。
第
９
表
参
照
）

埴

（粘
土
）
で
作

っ
た
輪

『
底
部
穿
孔
土
器
』
『
円
筒
埴

輪
』
は
、
股
を
刺
さ
れ
、
泣
き
う
め
き
な
が
ら
死
ん
で
ゆ

く
殉
死
者
の
身
代
り
と
し
て
、
墳
丘
上
で
悲
し
げ
な
音
を

出
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
（な
お
、
本
来
は
、
欽
明
朝
の

と
も
い
う
）

続

い
て
き
た

〔後
漢

へ
朝
貢
し
て
四
年
後
の
〕

二
月
、
田
道
間
守
に
命
じ
、
常
世
国
の
非
時

香
果

（
橘
）
を
求
め
さ
せ
る
。

七
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
年

一
四
〇
歳
。

三
月
、
田
道
間
守
、
帰
国
す
る
。
七
月
、
大
足
彦
忍
代
別
尊
、
即
位
す
る
。

七
月
、
熊
襲
が
そ
む
く
。

十
月
、
日
本
武
尊
を
遣
わ
し
、
熊
襲
を
征
討
さ
せ
る
。

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。

．

条
、
同
三
十
二
年
条
。
孝
徳
天
皇
の
大

表
参
照
）

＊
五
七
年
、
〔倭
国
の
〕
極
南
界
の
倭
奴
国
、
後
漢
へ
朝
貢
す

る
。
（後
漢
書
倭
伝
。
第
２
図
。
第
３
表
参
照
）

＊
景
行
天
皇
の
皇
子

「小
碓
尊
」
は
、
『
熊
襲
』
〔南
九
州

一

帯
の
球
磨
、
贈
於
地
方
〕
を
平
定
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
「倭

国
大
乱
」
に
お
い
て
も
、
ひ
と
き
わ
輝
や
か
し
い
武
勲
を

立
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

の
葬
に

殉
死
を

*

化か垂よ

⊇
〕

仁
紀
二
十
八
年

二
年
条
っ
第
１

404ご81

一〇
七

三
十
七

一
一〇

四
十

七
月
、
日
本
武
尊
を
遣
わ
し
、
蝦
夷
を
征
討
さ
せ
る
。

こ
の
年
、
日
本
武
尊
、
蝦
夷
征
討
を
終
え
て
の
帰
還
途
中
、
伊
勢
国
の
能
褒
野

で
莞
じ
、
自
鳥
と
な
っ
て

『倭
国
』
を
目
指
し
飛
ぶ
。

＊

一
〇
七
年
、
倭
国
王
帥
升
等
、
後
漢

へ
朝
貢
す
る
。
（後
漢

書
倭
伝
。
第
３
表
参
照
）

＊
日
本
武
尊
伝
説
は
、
景
行
天
皇
の
皇
子

（小
碓
尊
）
の
説

話
と
、
敏
達
天
皇
の
皇
子

（皇
太
子
押
坂
彦
人
皇
子
）
の

説
話
と
を
合
成
し
、
熊
襲

。
蝦
夷
征
討
の
話
と
し
て
作
り

上
げ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（第
「
表
参
照
）

＊
蝦
夷
征
討
を
終
え
た
押
坂
彦
人
皇
子
が
、
能
褒
野
で
莞
去

さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

＊

『
記
』
で
は

一
三
七
歳
。

*

「倭
国
大
乱
」
（
一
四
七
～

一
八
八
頃
）
が
勃
発
す
る
。
（後

漢
書
倭
伝
）

＊

『
記
』
で
は
九
十
五
歳
ｃ

〓
三

四
十
三

一三
〇

六
十

成
務

三
三

≡
五

一九
〇

十

一
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
年

一
〇
六
歳
。

一
月
、
稚
足
彦
尊
、
即
位
す
る
。

一
月
、
武
内
宿
画
を
大
臣
と
す
る
。

九
月
、
国
郡
に
造

長
を
立
て
、
県
邑
に
稲
置
を
置
く
。

六
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
ｃ
年

一
〇
七
歳
。

一九
二

仲
哀
　

一

一
月
、
足
仲
彦
尊
、
即
位
す
る
。

一九
三

一九
九

五 三 ―

六
十八

一
月
、
気
長
足
姫
尊

（神
功
皇
后
）
を
皇
后
と
す
る
。
三
月
、
熊
襲
が
そ
む
い

た
の
で
、
天
皇

・
皇
后
、
平
定
に
赴
く
。

一紀
伊
国
の
徳
勒
津
宮
か
ら
、
皇
后
は
角
鹿

（敦

笥
飯
宮
か
ら
、
穴
門
豊
浦
宮

（下
関
市
）

へ
行
幸

な 九 一
月
、
周
芳
の
沙
底
浦
か
ら
、
天
皇
は
橿
日
宮

（福
岡
市
香
椎
宮
）

へ
向
か
う
。

月
、
天
皇
、
新
羅
征
討
の
神
託
を
信
ぜ
ず
、
強

い
て
熊
襲
を
討
ち
、
勝
利
し

い
で
還
る
。

＊
天
皇
は

賀
）
の
一

す
る
。

*

とりヽ

く

、 う

。

と
戦

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（今

の
山

で
、

る

周

に
、
天
皇
が
お
ら
れ

天
皇
は
、
東
の

ン 「

′
´

(

＊

『
記
』
で
は

一
五
三
歳
ｃ

ヒ ´
′

ハ月
υ
　
′

詢

′

′

′
　

，

一

´
０
′

ヽ

／
い
、



コます十 _́■~、ノ

三〇
〇

九

二〇
一
神
功

こ
の
年
、
摂
政
元
年
．

二
三
九

二
四
〇

一西
〓

〓
四
七

二
四
八

二
五
五

五
十
五

こ
の
年
、
百
済
の
肖
古
工

〔三
国
史
記
に
第
十
三
代
近
肖
古
王

（在
位
三
四
六

～
三
七
五
と
あ
る
）
〕
量宛
す
る
ｃ

二
月
、
天
皇
、
急
病
に
か
か
り
］硼御
サヽ
る
（職
り
，庚
乱
物
硫̈
っ
て

い
う
）
。
年
五
十
二
歳
。
十
月
、
神
功
皇
后
●
新
羅
を
征
討
す
る
。

田
天
皇
が
筑
紫
で
誕
生
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
‐
‐

＊

『記
』
も
五
十
二
歳
ｃ

＊
二
三
九
年

（魏
景
初
三
）

夫
難
斗
米
ら
を
遣
わ
し
帯

る
こ
と
を
求
め
る
。

＊
二
四
〇
年

（魏
正
始

一
）
、
建
中
校
尉
梯
僑
ら
、
詔
書

・
印

綬
を
も

っ
て
倭
国
に
来
る
。

＊
二
四
三
年

（魏
正
始
四
）
、
倭
王
、
使
を
遣
わ
し
て
生
回
な

ど
を
献
じ
る
。

＊
二
四
七
年

（魏
正
始
八
）
、
倭
の
女
王
卑
爾
呼
、
狗
奴
国

・

男
王
卑
禰
弓
呼
素
と
不
和
。
（魏
志
倭
人
伝
）

。
（魏
志
倭
人
伝
）

二
五
六

二査二六
四

二六
五

二杢
（

五
十
六

六
十
二

六
十
四

六
十
五

エ
ハ
ユ
‐
エ
ハ

十
九

の
年
の
条
に

魏き

志し

方写六
君5λ 月
′ヽ ｀

至:倭
り の｀

女
魏●王
帝[卑ふ
に ]爾み

朝 :呼 [

献え
｀

す 大よ

四  四  四
十 十 十 四
八 七 三 十

の  の
年  年
の  の
条  条
に     に

魏  魏
士   士

こ
の
年
、
百
済
王
子
貴
須
、
王
と
な
る
。

こ
の
年
、
葛
城
襲
津
彦
を
遣
わ
し
て
新
羅
を
征
討
さ
せ
る
。

こ
の
年
、
百
済
の
貴
須
王
が
議宛
じ
、
王
子
枕
流
が
王
と
な
る
。

こ
の
年
、
百
済
の
枕
流
工
が
莞
じ
、
王
子
阿
花
が
年
少
の
た
め
、
叔
父
の
辰
斯

が
王
位
を
奪
う
。

こ
の
年
の
条
に

『
晋
起
居
注
』
武
帝
泰
初

（始
か
）
二
年
十
月
の
記
事
を
引
く
ｃ

―
〓
・
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ヽ
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４
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．
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‐
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‐
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●

ｒ

●
‐
　
．
　

　

　

　

　

　

　

　

「
十

一
　
●

　
■
■

‐

　

　

　

　

一

き
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
　
■
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

―
．　
・

．　
　
　
　
　
●
・
　

●
　
　
　
一

＊
貴
須
王
が
宙宛
じ
た
の
は
三
八
四
年
の　
―

●
―

―
●

，

‐二

＊
枕
流
工
が
莞
じ
た
の
は
三
八
五
年
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

を

二

ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
〕

＊
二
六
六
年

（晋
泰
始
二
）
十

一
月
、
倭
の
女
王
、
使
者
を

遣
わ
し
晋
に
貢
献
す
る
。
（第
１
表
参
照
）

正よ 正よ   明ま
始し 始し   帝下
四  元    景よ
年  年    初し
の  の    三
言己    言己        `年
事  事    六
を  を    月
引  引    の
く     く       言己

事
を
]|

く

・ |           ‐     
‐   ‐

     _ 崩

っ
た
と
も

十
二
月
、
誉

]準 驚ヾでユ斗
'1■111:。 i露 |た | 1"ffi,{f ;r,r1

*

え

じ

し

の
編
者

り
を
し
、
且
つ
、

'_  |■

″
■
~

Cス、 イυご
め
０

／
ろ′ う

/つ

二六
九

六
十
九

二七
〇

応
神

　

一

二
七
二

三
十
四

十
五

十
六

二
八
三

〓
八
四

二
八九

二九
四

二九
七

三
〇
六

三
一〇

≡
〓

三
六

〓〓
九

〓≡

二
十

二
十
五

二
十
八

三
十
七

四
十

一

仁
徳

　

一十  七     四

四
月
、
皇
太
后

（神
功
皇
后
）
、
稚
桜
宮
で
崩
御
す
る
。
年

一
〇
〇
歳
。

一
月
、
誉
田
別
皇
子
、
即
位
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
”

し
ん

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
か

‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‥

ギ
　
．

●

‘
―

こ
の
年
、
百
済
が
辰
斯
王
を
殺
し
て
阿
花
王
を
立
て
る
。　
　
　
　
　

―゙
卜

」
「

こ
の
年
、
弓
月
君

（秦
氏
の
祖
）
、
百
済
か
ら
渡
来
す
る
。
　
　
　
　
■

Ｉ
●

あ
　
ち
　
き
　
　
つ
か
　
　
　

１ヽ
■
■
デ

Ｌ
″
４
１
０
さ
―
ヽ
た
て
■
●
‥
―
―
―
―
―

‥
　
　
ヽ
，．
　

．
‐

八
月
、
百
済
の
王
ぼ
酬
直
誂
聯
遣
わ
し
て

′狼
嘱
は
一・一噸
一一

貢
％
。　
　
　

「ヽ警

二
月
、
百
済
よ
り
王
仁
が
来
朝
し
、
太
子
菟
道
稚
郎
子
の
師
と
な
る
。
こ
の
年
、

百
済
の
阿
花
王
が
莞
す
る
。

九
月
、
倭
漢
直

の
祖
阿
知
使
主
ら
が
渡
来
す
る
。

こ
の
年
、
百
済
の
直
支
王
が
莞
じ
、
久
爾
幸
が
王
と
な
る
。

九
月
、
高
麗
の
王
、
使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
る
。
太
子
菟
道
稚
郎
子
が
、
高
麗

一

の
記
を
諦
み
、
震
っ
て
そ
の
驀
を
磁
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

二
月
、
阿
知
使
主
ら
を
呉
に
遣
わ
し
、
縫
工
女
を
求
め
さ
せ
る
ｃ
　
　
　
　
　
　
一

二
月
、
天
皇
、
明
宮
で
崩
御
す
る

（難
波
の
大
隅
宮
で
崩
御
さ
れ
た
と
も
い
う
）
。

年

一
一
〇
歳
。
阿
知
使
主
ら
、
呉
よ
り
筑
紫
に
帰
る
。
工
女
の
兄
媛
を
胸
形
大

神
に
奉

る
。
太
子
菟
道
稚
郎
子
と
大
鵠
鵜
尊
と
が
皇
位
を
譲
り
あ
う
。

一
月
、
大
鵠
鵜
尊
、
即
位
す
る
。

二
月
、
天
皇
、
高
苦室
に
登
り
、
域
の
中
に
煙
の
あ
が
ら
ぬ
の
を
見
て
百
姓
の
貧

窮
を
察
す
る
。
二
月
、
百
姓
の
課
役
を
三
年
の
あ
い
だ
免
除
す
る
。

九
月
、
天
皇
は
、
さ
ら
に
辛
抱
し
て
、
宮
室
の
修
理
を
許
可
せ
ず
ｃ

十
月
、
よ
う
や
く
課
役
を
命
じ
て
、
宮
室
を
造
る
。

＊

「記
』
仲
哀
天
皇
条
分
注
も

一
〇
〇
歳
。

＊
辰
斯
王
が
着宛
じ
た
の
は
三
九
二
年
こ

＊
阿
花
王
が
昔宛
じ
た
の
は
四
〇
五
年
。

＊
直
支
王
が
茜完
じ
た
の
は
四
二
〇
年
。

＊

『
記
』
で
は

一
三
〇
歳
。
な
お

『
記
』
の

午

（三
九
四
年
）
。
〔第
１
表
参
照
〕

＊
西
の
大
倭
国

（九
州

・
山
口
地
方
）
に
統
合
さ
れ
た
直
後

の

『
日
辺
日
本
国
』

（中
国

。
近
畿
地
方
）
の
人
々
の
窮
状

を
憂
え
、
仁
徳
天
皇
は
自
ら
率
先
し
て
堪
え
忍
ば
れ
た
の

だ
ろ
う
。

＊
決
し
て
、
応
神
朝
末
に
、
日
本
国
中
が
荒
廃
し
て
い
た
わ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
（第
１
表

。
第
３
表
参
照
）

崩
年
干
支
は
甲

(
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七
月
、
高
麗
国
、
鉄

の
盾
と

の

貢

る
。

げ
て
三
七
二
年
〕
百
済
が
倭
国

ヘ

（神
功
皇
后
紀
、
摂
政
五
十
二
年
条
参
照
）

一
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

二
月
、
去
来
穂
別
尊
、
磐
余
稚
桜
宮
で
即
位
す
る
。

八
月
、
諸
国
に
国
史
を
置
き
、
言
事
を
記
さ
せ
る
。
十
月
、
石
上
溝
を
掘
る
。

三
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
年
七
十
歳
。

一
月
、
瑞
歯
別
尊
、
即
位
す
る
。
十
月
、
河
内
の
丹
比
に
都
を
造
り
、
柴
籠
宮

と
い
う
。

一
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
ｃ

允
恭

　
一

十
二
月
、
雄
朝
津
間
雅
子
宿
爾
尊
、
即
位
す
る
。

支
刀
を
三
六

年

に

年

に

し
た
」
と
推
測
さ
れ

１
表
参
照
）

＊
三
七
五
年
、

王

（在
位
三
四
六
～
三
七

）
壺死
去

＊

『記
』
で
は
八
十
三
歳
。
崩
年
干
支
は
丁
卯

（四
一

＊

『記
』
で
は
六
十
四
歳
。
崩
年
干
支
は
壬
申

（四
三
二
年
）
。

＊

『記
』
で
は
六
十
歳
。
崩
年
干
支
は
丁
丑

（四
三
七
年
）
。

＊

「遠
つ
飛
鳥
の
宮
」
（
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
〕
で
天
の
下

を
治
め
る
ｃ
（允
恭
記
）

＊

『記
』
で
は
七
十
八
歳
。
崩
年
干
支
は
甲
午

（四
五
四
年
）
。

三
七
五

二九
九

．四
〇
〇

四
〇
三

四
〇
五

四
〇
六

四
一〇

四
一二

四
一五

四
二
二

四
五
三

六
十
三

八
十
七

履
中

反
=正:

十

一

十
二

六
十

〔旧
衣
稚

の
河

〔淀

四
十

一

四
十
二

十
月
、
難
波
高
津
宮
の
北
の
野
原
を
掘

っ
て
堀
江
を
造
り
、
南
の
水

川
〕
の
水
を
引
き
入
れ
、
西
の
海

（大
阪
湾
）

へ
流
す
。
ま
た
、
北

川
〕
の
南
岸
沿
い
に
茨
田
堤
を
築
く
。

九
月
、
氏
姓
を
定
め
る
た
め
、
盟
神
探
湯
を
す
る
。

三
月
、
衣
通
郎
姫
の
た
め
に
、
藤
原
部
を
定
め
る
。

一
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
十
二
月
、
穴
穂
皇
子
、
即
位
す
る
。

＊
難
波
高
津
宮
の
宮
廷
生
活
に
必
要
な
水
を
、
旧
大
和
川
か

属:」 i竃

刀ξl紀
TI年
をfl―

^献アド
ず IT

QI丑

五  一 六 四 一

噂増93

うヽ高:島

＊
　
「

取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（上
町
台
地
）
の
東
麓
に
沿

．

津
宮
の
北
で
西
方
の
大
阪
湾

南
か
ら
北

へ
突
出
す
る
半

っ
て

『猫
間
川
』
を
掘
り
、

は
な
か
ろ
う
か
。
（第
四
十
八
章

お
い
て
詳
述
。
「大
阪
府
の
歴
史
」

一
九

一
百
（
（大
和
川
つ
け
か
え
地
図
〉
。
他
参
照
）

と

注
ぐ
よ
ヽ

【南
の
水

藤
本
篤
、 つ

に
し
た
の
で

・
北
の
河
】
に

山
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、
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西
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に
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ト
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四五四
安
康

　
一

二
月
、
大
草

子
に
仕
え
て

月
、
天
皇
、

一
月
、

二
月
、

子
を
殺
す
。
十
月
、
大
泊
瀬
幼

の
長
子
）
を
殺
す
。
十

一
月
、
大
泊
瀬

平
群
臣
真
鳥
を
大
臣
、
大
伴
連
室
屋

・

十
月
、
天
下
、
天
皇
を
誹
謗
し
て

「大
悪
天
皇
」
と
い
う
。

二
月
、
身
狭
村
主
青

。
檜
前
民
使
博
徳
を
呉
国

〔南
朝
の
宋

（四
二
〇
～
四
七

九
）
〕

へ
遣
わ
す
。

三
月
、
紀
小
弓
宿
爾

・
蘇
我
韓
子
宿
爾

・
大
伴
談
連

・
小
鹿
火
宿
爾
ら
を
新
羅

に
遣
わ
し
て
戦
わ
せ
た
が
苦
戦
し
、
大
伴
談
連
ら
戦
死
す
る
。

津

）

を
以
て
波
洲
王
に
賜

い
、
其

の
國

（百
済
國
）
を
救

い
興
す
。

四
月
、
百
済
の
文
斤
王
が
莞
じ
、
昆
支
王
の
第
二
王
子
末
多
王
を
王
と
す
る
。

八
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
こ
の
年

（八
月
以
前
）
、
筑
紫
の
安
致
臣

・
馬
飼
臣

ら
に
高
麗
を
討
た
せ
る
。

一
月
、
自
髪
武
広
国
押
稚
日
本
根
子
尊
、
磐
余
の
甕
栗
で
即
位
す
る
。
大
伴
室

屋
大
連
を
大
連
、
平
群
真
鳥
大
臣
を
大
臣
と
す
る
。

二
月
、
白
髪
部
舎
人

・
白
髪
部
膳
夫

。
白
髪
部
収
負
を
置
く
。
十

一
月
、
播
磨

国
よ
り
市
辺
押
磐
皇
子
の
子

〔仁
徳
天
皇
の
直
系
の
子
孫
。
履
中
天
皇
の
孫
〕

で
あ
る
億
計

・
弘
計
の
二
王
を
迎
え
る
。

えが

呉
国
の
使
と
と
も
に

〓
弟
媛
ら
を
率
い
て

た
手
末
の
才
伎
、

る

。

に

を
宮
中
に
い
れ
る
。
大
草
香
皇

死
す
る
。

の

に
殺
さ
れ
る
。
大
泊
瀬
幼
武
皇

＊

『
記
』
で
は
五
十
六
歳
。
但
し

『
記
』
に
は
安
康
天
皇
の

崩
年
干
支
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
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＊

『記
』
で
は

一
二
四
歳
。
『大
日
本
史
」
に
允
恭
七
年
生
ま

れ
、
六
十
二
歳
と
あ
る
。
な
お

『
記
』
の
崩
年
干
支
は

己

巳

（四
八
九
年
）
。

れ
た
」
と
聞
き
、
久

、
　

ロ

の
献
じ

- 0  フ、  t
四
五
六

二
十
三

二
十

一

雄
略
　
二

十

四

ユ凋
｛（̈
丁

九 八

「

「

C0

そ

で
即
位
す
る
。

ふ
）
ｃ

武
皇
子
、



五

四
八
五

顕
宗

　
一

一
月
、
（弟

の
）
弘
計
王
、
即
位
す
る
。

四
八
七

四
月
、
天
皇
、
八
釣
宮
で
崩
御
す
る
。

一
月
、
（兄
の
）
億
計
王
、
石
上
広
高
官
で
即
位
す
る
。

八
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
十
二
月
、
小
泊
瀬
稚
鶴
鵜
皇
子

（仁
賢
天
皇
の
子
）
、

泊
瀬
列
城
で
即
位
す
る
。

九
月
、
天
皇
、
妊
婦
の
腹
を
さ
い
て
胎
児
を
み
る
。

十
月
、
人
の
指
甲
を
剥
が
し
、
暑
預
を
掘
ら
せ
る
。

四
月
、
人
の
頭
髪
を
ぬ
い
て
樹
に
登
ら
せ
、
樹
の
根
元
を
切
り
倒
し
、
登

っ
て

い
る
人
を
落
下
さ
せ
殺
す
。

六
月
、
池
の
水
を
排
出
す
る
た
め
堤
に
通
し
た
樋
の
中

へ
人
を
入
れ
、
外
に
流

れ
出
る
時
、
三
刃
の
矛
で
刺
し
殺
す
。

二
月
、
人
を
樹
に
昇
ら
せ
、
弓
で
射
墜
し
て
咲
う
。

二
月
、
女
を
裸
に
し
て
平
板
の
上
に
す
わ
ら
せ
、
馬
の
交
尾
を
み
せ
る
。
十
二

月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

四
八
八

四
九
八

五
〇
〇

五
〇二員重 詈 8五〇

七
五
一　一

五
一八

五
二
三

五
二
八

五
二九

二
三
一

至
六

九
月
、
磐
余
の
玉
穂
に
都
を
遷
す
。
（「
一
本
に
云
は
く
、
七
年
な
り
と
い
ふ
」

と
あ
る
）

五
二七

六
月
、
近
江
毛

と
筑
紫
国
造

の
磐
丼
と
が
戦
う
。
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仁
賢
　
一

十

一

武
烈
　
二三

安l

閑1:

五  四八 七

十

二

十
七

二
十

二
十

一

二
十
二

継
体
　
一

一
月
、
男を
知
き
王
、
高
期
諜
に
ュ
る
。
二
月
、
男を
郊
遊
王
、
販
缶
す
る
。

五

十
月
、
都
を
山
背
の
筒
城
に
遷
す
。

三
月
、
弟
国
に
都
を
遷
す
。

五
月
、
百
済
の
武
寧
王

（講
を
斯
麻
王
と
い
う
）
が
莞
ず
る
。

＊

『
三
国
史
記
』
百
済
武
寧
王
二
十
三
年

（五
二
三
）
条
に
、

［堀

月
。
ョ
鳥
一一
ぉ瑞

一″彎
軋
ｍ「・卜」
と
呵
」斐

ぃ
話
一

＊
継
体
天
皇
は
、
都
を
大
倭
国

（肥
後
国
）
内
に
遷
し
て
天

照
大
神
を
戴
き
、
東
の
日
辺
日
本
国

（大
和
国
）
の
武
烈

天
皇
と
対
峙
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（第
１
表
参

照
）̈叶

『
一η
ｌ
剛
「
―
―
―
‐こ―ゴ
ー
＝
＝
―
―
＝
劇
硼
―
し―州
＝
―
詞
―

＊

「磐
丼
の
乱
」
は
、
二
朝
の
戦
い
の

一
端
を
示
し
て
い
る

日
引
創
引
酬
劇
珊
剰
測
劉
創
。
（継
体
紀
二
十

一
年
八
月

一
日

条
末
尾
参
照
）

＊

『
記
』
で
は
四
十
三
歳
。
『記
』
の
崩
年
干
支
は
丁
未

（五

二
七
年
）
。

＊
偲
術
贈
缶
前
紀
か
ら
、
「
〔訃
刹
八
年
に
〕
偲
借
天
皇
は
五
十

七
歳
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
る
。
（第
１
表
参
照
）

二
十
三

二
十
五

一
月
、
天
皇
、
崩
御
す

そ
の
姉
飯
豊
青
皇
女
が

し

る
。
億
計

・
弘
計
の
二
王
が
皇
位
を
譲
り
あ
っ
た
の
で
、

朝
政
を
執
る
。
十

一
月
、
飯
豊
青
皇
女
が
崩
じ
る
。

を

る
。

こ
の

＊

『

*    *   *

こ

十
０

『皇
代
記
』
等
に
四
十
二
歳
．

＊

「近
つ
飛
鳥
の
宮
」
〔大
阪
府
羽
曳
野
市
飛
鳥
〕
で
天
の
下

を
治
め
る
。
（顕
宗
記
。
尚
、
肥
後
国
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ

て
宮
の
名
と
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
）

＊

『
記
』
で
は
三
十
八
歳
。
『
一
代
要
記
』
等
に
四
十
八
歳
。

『
紀
』
は
在
位
三
年
と
す
る
が
、
『
記
』
に
は
治
世
八
年
と

あ
る
。

『
水
鏡
』
『紹
運
録
』
等
に
歳
五
十
。
『帝
王
編
年
記
』
等

に
五
十
二

。

武
烈
即
位
前
紀
の
冒
頭
に
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
、
事
実

は
英
邁
な
天
皇
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
察
せ
ら
れ
る
。

仁
徳
天
皇
の
皇
系
は
、
武
烈
天
皇
で
絶
え
る
。
『
天
皇
家
嫡

流
の
断
絶
』
（第

一
期
二
朝
時
代
の
終
焉
）
を
正
当
化
す
る

為
、
…
…

あ
え
て
、
武
烈
天
皇
は
暴
君
だ
っ
た
と
述
べ
た

の
だ
ろ
う
。

＊
『拠
嘉
囃
語
』
『将
鑓
』等
に
十
八
歳
、
『縣
里
続
蹴
計
』
『皇

代
記
』
等
に
五
十
七
歳
、
『
天
書
』
に
六
十

一
歳
な
ど
と
諸

説
が
あ
る
。

＊

『
記
』
の
崩
年
干
支
は
乙
卯

（五
三
五
年
）
。

に

三

記
さ
れ
て
い
な
い
。

』
等
に
四
十

一
歳
。

410左
Ｊ

θごЪ
／ヽ
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／

′
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円
／
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十

一
月
、
物
部
籠
鹿
火
、
筑
紫
の
御
丼
郡
で
磐
丼
と
交
戦
し
、
…
…
…

つ
い
に

磐
丼
を
斬
る
。
十
二
月
、
般
石丼
の
子
筑
紫
君
葛
子
、
糟
屋
屯
倉
を
献
じ
て
死
罪

を
贖
う
こ
と
を
求
め
る
。

四
月
、
任
那
か
ら
阿
利
斯
等
が
来
朝
す
る
。

二
月
、
天
皇
、
磐
余
玉
穂
宮
で
崩
御
す
る
。
年
八
十
二
歳
。
な
お
或
本
に
、
「天
皇
、

二
十
八
年
歳
次

甲
寅

（
五
三
四
）
に
崩

り
ま
し
ぬ
」
と
あ
る
。
と
は

い
え

『
百
済
本
記
』
に
、
「辛
亥
年

（五
三

一
）
、
日
本
の
天
皇
及
び
太
子

・
皇
子
、
倶

に
崩
莞
り
ま
し
ぬ
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
文
を
取
り
、
継
体
二
十
五
年

（五
三

一
）

崩
と
記
載
す
る
。
二
月
に
継
体
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
て
、
勾
大
兄
皇
子
、
即
位

す
る
。

一
月
、
都
を
大
倭
国
の
勾
金
橋
に
遷
す
。

皇
、
崩
御
す
る
。
年
七
十
歳
。
武
小
広
国
押
盾
皇
子
、
即
位
す
る
。

十
二
月
、

。
云
々
」
と
の
た
ま
う
こ

′_ι

う′

タ

「



宣
化
　
一

十

二

欽
明

一 四  二

と

『

五
三六

五
三
七

五
三九

五
四
〇

五
四
一

五
四
五

五
五
一

五
五
二

五
五六

五
五
七

五一（二

十

三

十

五

十

七
十

八

二
十
三

一
月
、
都
を
檜
隈
の
直
入
野
に
遷
す
。

十
月
、
新
羅
が
仕
一雅
に
働
寿
し
た
の
で
、
熟
偽
獣
と
規
常
拠
手て
顔
を
通
わ
し
て

任
那
を
助
け
る
。

二
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
年
七
十
三
歳
。
天
国
排
開
広
庭
皇
子
、
即
位
す
る
。

七
月
、
都
を
倭
国
の
磯
城
嶋
に
遷
す
。
八
月
、
高
麗

・
百
済

。
新
羅

・
任
那
、

使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
る
。

四
月
、
百
済
に
任
那
復
興
の
こ
と
を
命
ず
る
。

＊
欽
明
天
皇
の
即
位
は
五
三
〇
年
か
。

＊
欽
明
天
皇
の
元
年
は
、
五
三

一
年
か
。
（「法
王
帝
説
」
。
第

１
表
参
照
）

九
月
、
百

大
き
さ
の

こ
の
年
、

麗
を
伐
ち

十
月
、

だ
で
、

百
済
の

崇
仏
の

二
月
、
百
済
、
救
兵
を
乞
う
。
こ
の
年
、
百
済
の
聖
明
王
、
新
羅
に
よ
っ
て
殺

さ
れ
る
。

一
月
、
阿
倍
臣

・
佐
伯
連

・
播
磨
直
に
筑
紫
国
の
舟
師
を
率
い
さ
せ
、
別
に
筑

紫
火
君
に
勇
士

一
千
を
率
い
さ
せ
て
、
百
済
を
救
援
す
る
。

二
月
、
百
済
の
王
子
余
昌
、
王
と
な
る
。

一
月
、
新
羅
、
任
那
の
官
家
を
打
ち
減
ほ
す
。
六
月
、
氣
長
足
姫
尊

（神
功
皇
后
）
、

天
下
を
周
行
る
。
急

に
殿

に

災

あ
り
。
七
月
、
大
将
軍
紀
男
麻
呂
宿
面
を
遣
わ

し
て
新
羅
を
討
つ
．
八
月
、
大
将
軍
大
伴
連
狭
手
彦
を
遣
わ
し
て
高
麗
を
討
つ
‘

済
、
天
皇
の
た
め
に
丈
六
の
仏
像

（立
て
ば
身
長

一
丈
六
尺
に
な
る

坐
像
）
を
造
る
。

の
聖
明
王
、
み
ず
か
ら
百
済

〔も
と
百
済
の
都
城
で
、

ウ

こ
、
ｈ
リ

の

が
生
じ
る
。 。

新
羅

・
任
那
の
兵

慰
礼
城

（尉
礼
城
）

一
の
地
を
回
復
す
る
。

を
率

い
て
高

近
傍
。
今

の

フ０
こ

群

臣
の
あ
い

ど

を

**

午

（五
三

っ

と

も

、

た
ず
さ
え
て

と

十
０
、

る

ｃ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。

の
年
を
、

412
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敏
達

十

四

用
明

　

一

三
十
二上

ハ十

十

三

四
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

四
月
、
一̈庁
中
倉
太
珠
敷
皇

蘇
我
馬
子
宿
爾
を
大
臣
と

十

一
月
、
百
済
国
王
、
経
論

。
律
師

・
禅
師

・
比
丘
尼

・
呪
禁
師

・
造
仏
工

・

造
寺
工
を
献
ず
る
ｃ

４

１

い
「，よ
、碁

『
詳
ア
ニヽ
ー
く舞
　
へいてい

＊
景
行
天
皇
の
皇
子

「小
碓
尊
」
が
、
『熊
襲
』
を
平
定
さ
れ

た
時
、　
‥…
熊
襲
の
魁
帥
ら
は
、
川
の
中
へ
入
り
、
水
を

′
　

　

　

皿燿
北
紗
擾
北
罐

割́
ｌ

‐＊端
惟
歴
蛎
繹
肥
網
修
△
犀
ト
ド
降
膳
］、

『蝦
夷
』
討
伐
の
為
に
出
征
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

＊

『
皇
年
代
略
記
』
『紹
運
録
』
等
に
四
十
八
歳
。
『扶
桑
略

記
』
『
愚
管
抄
』
等
に
二
十
四
、
『神
皇
正
統
記
』
に
六
十

一
と
あ
る
。
な
お
、
『
記
』
の
崩
年
干
支
は
甲
辰

（五
八
四

年
）
。

＊
大
三
輪
逆
君

（敏
達
紀
十
四
年
六
月
条
参
照
）
が
、
単
独

で
後

宮

〔敏
達
天
皇
の
皇
后

（後
の
推
古
天
皇
）
の
宮
〕

へ
入
れ
る
筈
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
大
三
輪
逆
君
を
殺
し

て
も
、
天
下
の
王
に
な
れ
る
わ
け
が
な
い
。

欄
二
明
、
岬
嘆
の
厚
師
癬
愕
と
い
【一

中

へ
入
り
、
水
を
す
す
っ
て
忠
誠
を

憬
行
天
皇
の
御
世
の
例
．に
従
い
】

・盟
う
。
（第
１
表
参
照
）

九
月
、
百
済
よ
り
仏
像
二
躯
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
蘇
我
馬
子
、
そ
の
仏
像
二
躯

を
請
い
受
け
、
使
者
を
四
方
に
遣
わ
し
て
、
修
行
者
を
求
め
る
。

二
月
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連
、
寺
塔

・
仏
像

・
仏
殿
を
焼
く
。
八
月
、
天
皇
、

崩
御
す
る
。
九
月
、
橘

豊
日
皇
子
、
即
位
す
る
。
磐
余
に
宮
を
造
り
、
池
辺
双

槻
官
と
い
う
。
蘇
我
馬
子
宿
面
を
大
臣
と
し
、
物
部
弓
削
守
屋
連
を
大
連
と
す

る
）。

五
月
、
穴
穂
部
皇
子

（欽
明
天
皇
の
皇
子
）
、
陰
に
天
下
に
王
た
ら
む
事
を
謀
り
、

物
部
守
屋
大
連
と
兵
を
率

い
て
磐
余
の
池
辺
を
囲
む
。
『
逆
君
』
（三
輪
君
逆
と

君
）
知
り
て
、
後

宮

に
隠
れ
る
。
穴
穂
部
皇
子
自
ら
行
き
て
、
敏
達
天
皇
の
寵

臣
三
輪
君
逆
を
射
殺
す
。

子
、
即
位
す
る
。
物
部
弓
削
守
屋
大
連
を
大
連
と
し
、

＊
五
七
四
年
、
廟
戸
豊
聡
耳
皇
子

〔聖
徳
太
子
〕
誕
生
。
（法

隆
寺
釈
迦
像
光
背
銘
文
の
莞
去
の
年
か
ら
逆
算
）

す
る
こ

川

の

ン
カ
（

コ

ン

ー

ヽ

膨
教
¨

‐113   、  ́ 「

/
(

〆
(

＊

『法
王
帝
説
』
は
欽
明
天
皇
の
治
世
を
四
十

一
年
と
す
る
。

『
皇
年
代
略
記
』
等
で
は
崩
年
六
十
三
歳
。
『
一
代
要
記
』

に
六
十
二
、
『神
皇
正
統
記
』
に
八
十

一
な
ど
と
あ
る
。
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一鐵

国
一一

一

十
二

十
四

十
五

十
六

十
七

九
月
、
小
野
臣
妹
子
ら
、
隋
か
ら
帰
国
す
る
。

＊

『隋
書
倭
国
伝
』
に
よ
る
と
、
《
客
人
等
は
、
難
波
津

へ
着

い
て
十
日
後
に
大
和
国
の
都

（陪
都
）
へ
至
っ
た
》
よ
う
だ
。

＊
た
ぶ
ん
、
《
客
人
ら
は
難
波
津
に
着
い
て

一
ヶ
月
半
後
の
八

月
三
日
、
大
倭
国

（肥
後
国
）
の
京

へ
入
っ
た
の
だ
ろ
う
》

と
推
察
さ
れ
る
。

＊

『
経
籍
後
伝
記
』
に
、
「皇
帝

（場
帝
）、
倭
王
を
問
う
も

聖
恵
太
子
、
甚
だ
そ
の
天
子
の
号
を
馳
け
、
倭
王
と
な
す

を
悪
み
て
、
そ
の
使
を
賞
で
ず
。
例
り
て
報
書
し
て
曰
く
、

東
天
皇
、
西
皇
帝
に
自
す
云
々
」
と
あ
る
．
〔〈
『
日
本
書
紀
』

の
記
載
に
お
け
る
か
く
れ
た
約
束
事
〉
に
お
い
て
既
述
〕

＊
推
古
十
七
年
四
月
八
日
の
花
祭

（誕
生
会
）
の
是
の
日
、

丈
六
の
銅

の
仏
像

（飛
鳥
大
仏
）
を
、
飛
鳥
の
元
興
寺
金

堂
内
に
安
置
す
る
。
（飛
鳥
大
仏
銘
文

・
推
古
紀
十
四
年
四

*

と
な
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

月
八
日

〈是
の
日
条
〉
参
照
）

后

（皇
太
子
）

昭
小）

F臨 〆`ヽ「
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崇
峻
　
一五

推
古
　
一

四
月
、
底
戸
豊
聡
耳
皇
子

（聖
徳
太
子
）
を
皇
太
子
と
す
る
。
こ
の
年
、
四
天 万

*

白
王

王
寺
を
難
波
の
荒
陵

（玉
造
と
も
い
う
）
に
造
る
。

＊
崇
峻
天
皇
の
崩
年
に
つ
い
て
、
平
安
以
降
の
諸
書
は
七
十

二
、
或
は
七
十
三
と
す
る
。子

の
子
〕

一
代
要
記
な
ど
に
舒
明
天
皇
の
崩
年
四
十
九
と
あ
り
、
逆

，■
４

算
）

＊
等
与
刀
弥
々
大
王
、
小
国
日
辺
日
本
国
の
王

『
粟
散
王
』

研
Ｈ
以
劇
馴
懺
が
。
（紀

・
伝
暦
。
他
参
照
）

＊
開
皇
二
十
年

（六
〇
〇
）
、
倭
王
、
使
者
を
隋
の
都

へ
遣
わ

す
。
（隋
書
倭
国
伝
）

八九

四
月
、
天
皇
、
三
宝
に
帰
依
す
る

詔

を
発
す
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
群
臣
の
間

に
紛
議
が
起
こ
る
。
仏
教
受
容
に
反
対
す
る
中
臣
本
家
筋
減
亡
。
〔九
日
〕
天
皇
、

崩
御
す
る
。
七
月
、
蘇
我
馬
子
宿
爾
大
臣
が
諸
皇
子

・
群
臣
に
す
す
め
て
物
部

守
屋
大
連
を
滅
ぼ
す
。
八
月
、
泊
瀬
部
皇
子
、
即
位
す
る
。

こ
の
年
、
百
済
国
、
仏
の
舎
利

・
僧

・
寺
工

。
鑢
盤
博
士

・
瓦
博
士

・
画
工
を

献

る
。
蘇
我
馬
子
宿
爾
、
飛
鳥
衣
縫
造
の
祖
樹
葉
の
家
を
壊
し
て
法
興
寺
を
作

（り
始
め
）
る
。

十

一
月
、
結
果
か
ら
言
え
ば
、
「蘇
我
馬
子
宿
画
が
東
漢
直
駒
に
天
皇
を
暗
殺
さ

せ
た
」
と
い
う
解
釈
も
出
来
得
よ
う

（第
１
表
参
照
）
。
十
二
月
、
豊
御
食
炊
屋

姫
皇
女
、
即
位
す
る
。

二
月
、
皇
太
子
と
蘇
我
馬
子
大
臣
に
、
『
三
宝
』
（中
国
で
は
土
地

。
人
民

。
政

治
を
指
す
）
興
隆
の

詔

が
出
さ
れ
る
。

二
月
、
新
羅
と
任
那
が
交
戦
す
る
。
天
皇
、
任
那
を
救
お
う
と
し
て
、
境
部
臣

を
大
将
軍
と
し
、　
一
万
余
の
軍
を
率
い
さ
せ
、
新
羅
を
討
つ
。
新
羅
は
降
伏
し

た
が
、
ま
た
任
那
を
侵
す
。

二
月
、
〔か
つ
て
の
〕
皇
太
子
、
宮
室
を
斑
鳩
に
造
る
。
十

一
月
、
新
羅
を
攻
め

る
こ
と
を
議
る
。

．ぐ
■
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Ｊ
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や
ま
い
　

ふ

二
月
、
来
目
皇
子
を
征
新
羅
将
軍
と
す
る
。
六
月
、
来
日
皇
子
、
病
に
臥
し
て

征
討
を
果
た
さ
ず
。
十
月
、
百
済

の
僧
観
勒
が
来
朝
し
、
暦
本

・
天
文
地
理

書

・
遁
甲
方
術
書
を
献
じ
る
。

＊

『皇
年
代
略
記
』
等
は
六
十
九
歳
、
『神
皇
正
統
記
』
等
は

四
十

一
と
す
る
。
な
お
、
『
記
』
に
は

「
丁
来
年
四
月
十
五

日
崩
」
と
み
え
、
年
月
は
日
本
書
紀
と
合
い
、
日
は
合
わ

な
い
ｃ

多様|‖

`ζ

し

′
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六
〇
三

十

＊
西
の

達
天

子
）〕
の

代

の

（切
っ

）
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ｔ

‐―

引̈
刊
用
―
―
―
酬
司
＝
＝
樹
＝
＝
―
劇
ｑ
ｌ
＝
馘
―
＝
悧
■
＝
＝
―
＝
司
＝
＝

＊
・　
　
　
　
　
　
　
　
列
下
に
置
く
為
、
冠
位
十
二
階
が

制
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

が

峯

一
３

′

ノ

ノ

十

こ

と

か

〕

十

二
月
、

ろ
う
〕

も

の
の
、

る
。
十
月
、

一
月

百

、

七
月
、

四
月
、

〔誕
生
会
〕
の
是
の
日
、

る
′ヽ

左
目

る
。
九
月
、

の
客

「表
世
清
」
等
、

再
び
小
野
臣
妹
子
を

八
月
三
日
、

遣
わ
す
。

つ

の
仏

の

お



十
八

二
十

一

二
十
二

二
十
八

六
一〇

六
一三

杢
四

杢
ｏ

杢

一

二
月
、

奎
六

杢
八

三
十
四

五
月
、
蘇
我
馬
子
大
臣
、
壺完
ず
る
。

六
二九

六
三
〇

一
月
、
田
村
皇
子
、
即
位
す
る
。

八
月
、
犬
上
君
三
田
相

・
薬
師
恵
日
を
大
唐

（唐
）
に
遣
わ
す
。
十
月
、
天
皇
、

飛
鳥
岡
の
ほ
と
り
の
岡
本
宮
に
遷
る
。

十
月
、
唐

国
の
高
表
仁
ら
、
難
波
津
に
泊
る
。

一
月
、
高
表
仁
ら
、
国
に
帰
る
。
送
使
吉
士
雄
摩
呂
ら
、
対
馬
に
到
り
て
還
る
。

奎
二

奎
三

五 四

六
二九

二
十
九

三
十
六

十

一

十
月
、
新
羅

の
使
者
、
京
に
至
る
。

十
二
月
、
皇
太
子
、
片
岡

（今
、
奈
良
県
北
葛
城
郡
香
芝
町
今
泉
）
に
遊
行
で

ま
し
、
道
の
ほ
と
り
に
臥
し
て
い
る
飢
者
を
あ
わ
れ
む
。

六
月
、
犬
上
君
御
田
鍬

・
矢
田
部
造

を
大
唐

（隋
）
に
遣
わ
す
。

皇
太
子
と
馬
子
と
は
、
共
に
議
り
、
〔以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
〕
天
皇
記

。
国

記

。
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部

。
公
民
等
の
本
記
を
録
し
た

（諸
処
写
し
取

っ

た
）
。

で
菫
死
す
る
。

＊

《
国
史
編
纂
事
業
が
開
始
さ
れ
た
》
と
い
う
こ
と
を
、
聖

徳
太
子
莞
去
の
前
年
条
で
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

＊
聖
徳
太
子
と
馬
子
と
は
、
『
旧
事
本
紀
』
（「先
代
旧
事
本

紀
」
と
も

「旧
事
紀
」
と
も
称
さ
れ
る
書
物
）
を
筆
録
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

二
月
七
日
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
年
七
十
五
歳
．

百
済
宮
を
造
る
。
ま
た
、

寺 :

の
寺
）
を
造
り

六
三
二
年

皇
三
十
年
）

と
す
る
ｃ

＊

『記
』
に
治
世
三
十
七
歳
、
戊

子
年

（六
二
八
年
）
三
月

十
五
日
崩
と
あ
る
ｃ

＊
最
初
の
遣
唐
使
で
あ
る
。

＊

『旧
唐
書
』
六
三

一
年
条
に
、
「新
州

（廣
東
省
新
興
縣
治
）

の
刺
使

（刺
史
）
高
表
仁
を
遣
わ
し
、
節
を
持
し
て
往
き

て
之
を
撫
せ
し
む
。
表
仁
緩
遠
の
才
無
く
、
王
子

（『新
唐

書
』
に
は
、
王
と
あ
る
）
と
嵯
を
争
い
、
朝
命
を
宣
べ
ず

し
て
還
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

七
月

る
）ｃ

さ

は
じ
め
る
。
十
二
月
十
四
日
、
天
皇
、

予

の

＊
た
だ
し
、

rl
416
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十
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十
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大
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こ
の
年
、
七
色
十
三
階
の
町
を
制
定
す
る
。

一
月
、
改
新
の

詔

を
発
布
す
る
。
二
月
、
殉
死
を
禁
止
す
る
．

一月
、
飢
町
天
皇
の
』〓一朧
畑
」］賊
聾
帥
辟
鰯
、
即
位
す
る
。
鮮
棚
巳
囁
だ
、
定

臣
と
な
る
。
大
臣
の
子
入
鹿
、
国
の

政

を
執
る
。

十

一
月
、
蘇
我
臣
入
鹿
、
巨
勢
徳
太
臣
ら
を
遣
わ
し
、
山
背
大
兄
王
ら
を
斑
鳩

に
襲
わ
せ
る
ｃ
山
背
大
兄
王
、
子
弟

・
妃
妾
と

一
時
に
自
ら
総
死
す
る
。

一
月
、
中
臣
鎌
子
連
を
神
祗
伯
と
す
る
ｃ
十

一
月
、
蘇
我
大
臣
蝦
夷
と
入
鹿
臣
、

家
を
甘
橋
岡
に
な
ら
べ
て
建
て
る
。

六
月
八
日
、
中
大
兄
皇
子
、
蘇
我
入
鹿
暗
殺
の

謀

を
倉
山
田
麻
呂
臣
に
語
る
。

十
二
日
、
十
二
の
通
門
を
さ
し
か
た
め
、
大
極
殿
前
で
入
鹿
を
斬
り
殺
す
。

十
三
日
、
蘇
我
臣
蝦
夷
ら
を
誅
す
る
に
臨
み
、
天
皇
記

・
国
記

。
珍
宝
を
焼
く
。

船
史
恵
尺
、
国
記
を
取
り
だ
し
て
中
大
兄
皇
子
に
献
じ
る
。
蝦
夷
殺
さ
れ
る
。

十
四
日
、
軽
皇
子
、
即
位
す
る
。
中
大
兄
皇
子
、
皇
太
子
と
な
る
。
阿
倍
内
摩

呂
臣
が
左
大
臣
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
臣
が
右
大
臣
、
中
臣
鎌
子
連
が
内
臣

と
な
る
Ｇ
十
九
日
、
皇
極
天
皇
四
年
を
改
め
て
大
化
元
年
と
す
る
。

九
月
、
使
者
を
諸
国
に
遣
わ
し
て
、
兵
器
を
治
め
さ
せ
る
。
古
人
皇
子
、
蘇
我

田
口
臣
川
堀
ら
と
謀
反
を
は
か
り
、
殺
さ
れ
る
。
十
二
月
、
都
を
難
波
長
柄
豊

碕
に
遷
す
。

諸
氏
族
が

『帝
紀
』
『本
辞
』
を
所
有
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
（「古
事
記
」
の
冒
頭
参
照
）

焼
け
る
前
に
取
り
出
さ
れ
た

『
国
記
』
を
は
じ
め
と
す
る

文
字
資
料
の
悉

く
が
、
後
年
、
荼
毘
に
付
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
ｃ

諸
国
の
兵
器

（等
）
を
、
強
引
に
掻
き
集
め
た
の
で
は
な

四
月
、
天
皇
、
伊
予
か
ら
遷
る
。

十
月
、
天
皇
、
百
済
宮
で
崩
御
す
る
。

,'

デt=守
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六
四
〇
年
の
正
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測
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＊

『皇
胤
紹
運
録

国

（九
州
）
で
過
ご
さ

，
テ
於
皇
極
天
皇
一、

太

上

*   *     *   *
但i[か

―讐か

ス
フ
う

―
）
、

し
た
こ
と
だ
ろ
う
ｃ

と
す
る
。
も

っ
と
も
、
『
一

・」
　
ン
Ｌ
あ

る
。

度
き
り
で
な
く
、
何
度
も
何
度
も
執
拗
に
没
収

・■
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六
四
九

五

六
五
〇

六
五
一

六
五
二

大 六    六 六 六    六

天 を   票壕 吾   彗

四

二
月
、
冠
十
九
一

う
け
自
殺
す
る
。

白
雉
　

一

二
月
、
自
雉
出
現
に
よ
り
改
元
。
四
月
、
新
羅
、
使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
る
。

二
月
、
丈
六
の
繍

像

で
き
あ
が
る
。
皇
極
上
皇
、
十

師
を
請
じ
て
設
斎
す
る
。

一
月
、
班
田
を
お
わ
る
、
田
、
長
さ
三
十
歩
を
段
と
し
、
十
段
を
町
と
す
る
。

四
月
、
戸
籍
を
造
り
、
五
十
戸
を
里
と
し
、
里
ご
と
に
長

一
人
を
置
く
。
九
月
、

難
波
長
柄
豊
碕
宮
が
完
成
す
る
。

五
月
、
吉
士
長
丹
ら

長
柄
豊
碕
宮
に
残
し

兄
皇
子

。
百
官
ら
多

五

二
月
、
押
使
高
向
史
玄
理
ら
を
大
唐
に
遣
わ
す
。
十
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。

斉ニ
明F

一
月
、
皇
極
上
皇
、
飛
鳥
板
蓋
宮
で
即
位
す
る
。

こ
の
年
、
飛
鳥
の
岡
本
に
宮
地
を
定
め
、
天
皇
、
後
飛
鳥
岡
本
官
に
遷
る
。
香

山
の
西
よ
り
石
上
山
に
至
る
渠
を
ほ
る
。
未
だ
成
ら
ざ
る
と
き
、
時
の
人
は
、

「狂
心
の
渠
」
と
い
っ
た
。
（第
１
表
参
照
）

九
月
、
〔孝
徳
天
皇
の
皇
子
の
〕
有
間
皇
子
、
狂
人
を
よ
そ
お
う
。

四
月
、
阿
倍
臣

（名
を
も
ら
せ
り
）
、
船
師

一
八
〇
艘
を
率
い
て
蝦
夷
を
討
つ
。

五
月
、
斉
明
天
皇
の
孫
の
建
王

〔中
大
兄
皇
子
と
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の

娘
の
遠
智
娘

と
の
子
。
自
雉
二
年

（六
五

一
）
生
ま
れ
。
唖
で
あ

っ
た
〕
が
、

八
歳
で
き完
去
す
る
。
十

一
月
、
有
間
皇
子
、
十
九
歳
に
し
て
、
謀
反
の
か
ど
で

誅
殺
さ
れ
る
。
こ
の
年
、
唐

。
新
羅
が
力
を
丼
せ
て
、
百
済
を
攻
め
る
。

三
月
、
阿
倍
臣

（名
を
も
ら
せ
り
）
、
船
師

一
八
〇
艘
を
率
い
て
蝦
夷
を
討
つ
。

七
月
、
坂
合
部
石
布
ら
を
唐

に
遣
わ
す
。

四五

＊

「阿
倍
姫
′」
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
国
日
本
古
地
一取

学
大
系
、
岩
波
書
店

（第
３
刷
）
、
補
注
二
六
―

一
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
。

＊
斉
明
紀
四
年
四
月
条
の

「阿
倍
臣
」
と
は
別
人
な
の
か
も

知
れ
な
い
。

す
る
三

二
月

〓

二

人
を
大
唐
に
遣
わ
す
。
是
歳
、
〔孝
徳
天
皇
を
難
波

て
〕
皇
極
上
皇

・
間
人
皇
后

（孝
徳
天
皇
の
皇
后
）
。
中
大

く
が
、
飛
鳥

へ
移
り
住
む
。

奈
良
盆
地
北
端
域
の
湿
地
帯
を
埋
め
て

『
丘
』
と
し
、
そ

こ
に

『
平
城
京
』
を
造
営
す
る
為
、
多
く
の
者
達
が
飛
鳥

へ
移
ち

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

い
を

*

θ８乙ヽ
プ
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4]8

滅
(笏

撥

イ  ・イ、

31:|卜 勝゙ :燿 虐鶴轟奪争ダ移

デヽ

さ

質
に
な
っ
て
い
る
王

国
の
王
に
し
た

い
」
と
申
し

出
る
。

一
月
六
日
、
天
皇
、
新
羅
征
討
の
た
め
出
帆
す
る
。
八
日
後
の

一
月
十
四
日
、

御
船
、
伊
予
の
熟
田
津
の
石
湯
行
官
に
泊
る
。
そ
れ
か
ら
二
ヶ
月
以
上
も
後
の

二
月
二
十
五
日
に
、
御
船
、
郷
大
津

（博
多
）

へ
至
る
。
四
月
、
天
皇
、
朝
倉

宮

（福
岡
県
朝
倉
郡
）
に
遷
る
。
五
月
、
朝
倉
橘
広
庭
宮

（四
月
条
の

「朝
倉

宮
」
と
は
別
の
宮
な
の
だ
ろ
う
）

へ
遷
る
。
七
月
、
天
皇
、
崩
御
す
る
。
皇
太

子
中
大
兄
皇
子
、
称
制

（即
位
の
式
を
挙
げ
ず
に
政
務
を
執
る
こ
と
）
す
る
。

五
月
、
豊
埠
を
立
て
て
百
済
国
の
王
と
す
る
。
十
二
月
、
百
済
の
王
豊
環
ら
、

朴
市
田
来
津
の
進
言
を
き
か
ず
、
州
柔
か
ら
避
城

へ
都
を
遷
す
。

三
月
、
前
将
軍
上
毛
野
君
雅
子
ら
、
二
万
七
千
人
を
率
い
て
新
羅
を
討
つ
。
八

月
、
就
梢
江ぇ
で
席

・
経
一経
遭
＾
”
動
と
鞣

っ
た
創
動
は
町
れ
、
権
税
酢
来く
津っ
鞘
肇
。

百
済

の
王
豊
環
、
高
麗

へ
逃
げ
る
。
九
月
、
百
済

の
州
柔
城
、
唐
に
降
る
っ

百
済
減
亡
し
、
日
本
の
船
師
、
お
よ
び
佐
平
余
自
信
ら
日
本

へ
向
か
う
。

め
た
の
だ
ろ
う
」

と
思
わ
れ
る
。

＊

『
紹
運
録
』
「水
鏡
」一
な
ど
に
崩
年
六
十
八
歳
。
「帝
王
編

と
あ

る
。

＊
皇
太
子

か
な
か

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

が

し
て
天

昔
同
・

と

な

（皇
極
紀

て
い
る
。

二
年
九
月
六
日
条
に
、

第
１
表
参
照
）

一
月
、
高
麗
の
使
人
乙
相
賀
取
文
ら
百
余
人
、

に
到
る
。
七
月
、
帰
国
す
る
）
．
五
月
、
皇
太

で

わ

し

が

（

○
○
余
人

え
、
百
済
一

筑
紫
に
泊
る

（五
月
、
難
波

館

一子
）
、
初
め
て
漏

十
月
、
百
済
の
鬼

「
（日
本
の
）
天
朝

球
　
　
　
　
　
　
　
縁
斎
ま
で
）
、
『重
鰤
』
を
よ
そ
お
っ
た

記
事
が
頻
出
す
る
。

＊
察
す
る
と
こ
ろ
、

た
め
、

出

』

と

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
Ы
叫
副
ョ
■

「高
市
天
皇
」
と
記
さ
れ

つ

／

み́

ぜ

Ｉ

　

リ
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二
月
、

と
蜂

八
月
、
城
を
長
門
国

二
月
二
十
七
日
、
高
麗

・
百
済

・
新
羅
、
皆
御
路
に
哀
奉

兄
皇
子
）
、
「我
、
皇
太
后
天
皇

〔斉
明
天
皇
と
高
市
天
皇

と
か
〕
の
み棘
りし

た
ま
へ
る
離
を
ぅ群
はり

し
よ
り
、
云
々
」
と
の
た
よ
う
。

二
月
、

子

（中
大
兄
皇
子
）
が
即
位
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

年

一

二
月
十
九
日
、

天
下
の
百
姓

（百
も
の
姓
）
、

ず
、
諷
諫

（遠
回
し

に
い
さ
め
る
こ
と
）
す
る
者
が
多
い
。
失
火

（出
火

・
火
災
）
が
相
次
い
だ
。

＊
九
州
地
方
の
人
々
は
、
中
大
兄
皇
子
が
即
位
し
て
、
郷
大

津
に
都
す
る
の
を
望
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

＊
百
姓
は
、
―

　
〔日
本
で
は
通
常
農
民
を
さ
す
が
〕
中
国

で
は
元
来
百
官

（多
く
の
官
吏
）
を
い
う
。
〔「
三
国
史
記
」

図
丼
上
秀
雄
訳
注
、
平
凡
社
、
二
九
二
頁
、
注
四
参
照
〕

の
都
は
大
宰
府
に
定
め
ら
れ
た
、
と
考
え
て
み
た
い
。

＊
も

っ
と
も
、
大
友
天
皇
の
神
璽
の
剣

〔草
薙
剣
〕
の
盗
難

に
よ
り
、
こ
の
折
の
二
朝
時
代
は
忽
ち
終
焉
し
た
と
解
さ

れ
る
。
（「懐
風
藻
」
大
友
皇
子
伝
。
天
智
紀
七
年
是
歳
条

参
照
）

一
月
三
日
、

太

子

年位一丁
、

（大
友
皇
子
）
が
即
位
さ
れ

皇
太
子
即
天
皇
位
す
。
或
文

」
と
あ
る
。
〔但
し
、
天

草
薙
剣
を
盗
み
て
、
新
羅
に
逃
げ
向
く
．

荒
迷
ひ
て
帰
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
〕

二
十
二

（の
ろ
し
）
を

一
月
三
日
条
に
、

に
即
き
た
ま
ふ

こ

と

を

智
紀
七
年
是
歳
条
に
、

而
し
て
中
路
に
風
雨

）
・ヽ′嬌

｝
■
一一

る
。
皇
太
子

（中
大

（舒
明
天
皇
）
の
こ

天
皇

）
が
崩
御
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

か
）

ヘ

す
。
こ

た
の
で
あ
ろ
う
。
天
智
紀
七

Ｆ

羽

■

１

１

１
１

１
１

コ

ヨ

ー
ー
ヽ

う

討

ｄ

呵
―

―

＊
天
智
天
皇
の
都
は
大
和
国
に
、
大
友
天
皇

（弘
文
天
皇
）

に
云
は
く
、
六
年
の
一 江̈

ハ僣

い

、
イｏ
，

に
あ
ひ
て
、

*

溢 毎
{

**

二
月
に
、

沙
門
道

う
か
ｃ い

は
こ
の
頃
、
肥
後
国
内
陸
部

の
菊
鹿
盆
地

に
、

か
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
（「続
紀
」
文
武

こ

、 よ

び

と

に
コ
小
かヽキ
鰤

驚ヽ
ギ
手
〓

く

、
　

こ

の

二

ヶ

ケ

か
、
天
皇フ

ヽ
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八九十

七
月
、
燃
土

〔石
炭
〕
と
燃
水

〔石
油
〕
と
が
献
上
さ
れ
る
。
（献
上
さ
せ
た
の

だ
ろ
う
）

１
１

　

，す
０
「〓

‥
　

　

　

　

　

え
い
こ
う
　

　

　

こ

―

―
議
‥
‥

デ

ー

う
「
１
１

１

十
月
、
大
唐
の
大
将
軍
英
公
が
、
高
麗
を
打
ち
減
ぼ
す
。

元
智ち
天
皇
の
一対
鏡

（六
六
八
年
）
に
、
赳
鴻
ん
３
子こ
、
一瓢
．部

（皇
太
子
）
と

な
る
。
（天
武
即
位
前
紀
参
照
）

十
月
、

斑
鳩
寺

＊
有
明
海

へ
の
入
回
、
お
よ
び
瀬
戸
内
海
に
、
多
数
の
茅

を
配
置
し
、

い
ざ
と
い
う
時
、
一矛
に
石
油
を
ふ
り
か
け
、

火
の
つ
い
た
石
炭
で
着
火
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

＊
大
友
皇
子
が
即
位
さ
れ
た
時
、
大
海
人
皇
子
が
皇
太
子
に

な
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

＊
西
の
大
倭
国

（肥
後
国
）
の

『法
隆
寺
』
が
荼
毘
に
付
さ

れ
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。
（第
１０
表
参
照
）

＊
冠
位

・
法
度
の
内
容
を

（大
宰
府
で
、
新
冠
位

・

れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
（「
大
宰
府
遺
跡
」
鏡
山
猛
、

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
三
八
頁
参
照
）

＊
大
海
人
皇
子
は
、
肥
後
国
緑
川
南
岸
の
吉
野
へ
行
か
れ
た
、

と
仮
定
し
た
い
。
（第
１２
図
参
照
）

月Ч＝
Ｈ「Ｊ
州――■
利用ｕ判烈‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐
‐
‐‐‐‐‘　
　
たた
　
　
　
　
こ
で
ん
　
　
せ
いて
ん

＊
大
宰
府
が
炎
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
（但
し
、
後
殿
や
正
殿

は
焼
け
な
か

っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
第
２５
図
参

昭
小）

二
月
、
戸
籍

（庚
午
年
籍
）
を
造
る
。
四
月
三
十
日
の
夜
半
之
後

炎
上
。
　
一
屋
も
餘
る
こ
と
無
く
全
焼
。

一
月
、
大
友
皇

を
右
大
臣
、
蘇

缶

・
潔
度と

（溜
織
）
を
施し
征
す
る
。
（こ
の
当
時
の
太た
雌
対
巳
は
、
欧
畔
を
維
脚

ろ
う
か
）

す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
見
ら
れ
て
い
る
）

四
月
、
〔斉
明
紀
六
年
五
月
条
の
〕
漏
剋

（水
時
計
）
を
新
し
い
台
に
置
き
、
始

＊
漏
剋
は
、
大
宰
府
の
月
山

（辰
山
の
転
と
い
う
）
に
置
か

め
て
用
い
る
。

十
月
、
東
宮

（皇
太
子
）
大
海
人
皇
子
、
吉
野
に
は
い
る
。

４
創
刺
劉
―

ひ
―
「
ｌ
ｌ

　

．

十

一
月
二
十
四
日
、
近
江
宮
炎
上
。
「近
江
宮
に
災
け
り
。
大
蔵
省
の
第
三
倉
よ

り
出
で
た
り
」
と
あ
る
。

藤
原
内
大
臣

（鎌
足
）
莞
ず
る
。
十
二
月
、
大
蔵
に
火
災
。
是
の
冬
、

＊
大
和
国
の
斑
鳩
寺

（現
法
隆
寺
）
の
講
堂

・
回
廊
北
半
部

に
火
災
。

が
焼
失
し
た
、
と
解
さ
れ
る
。
（第
１０
表
参
照
）

に
、
法
隆
寺

子
、
太
政
大
臣
と
な
る
。
蘇
我
赤
兄
臣
を
左
大
臣
、
中
臣
金
連

我
果
安
臣

・
巨
勢
人
臣

・
紀
大
人
臣
を
御
史
大
夫
と
す
る
。
冠

争ιハlt
ハ
び

ノ

つ
り

ヽ
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ヽ
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つ

に
そ

な

え
、
『

六
七
二

天
武

　
一

十
二
月
二
日
、
天
皇
、
近
江
宮
で

に
な
る
ｃ

六
月
二
十
二
日
、
《
壬
申
の
乱
》
勃
発
。
村
国
連
男
依
ら
に

詔

し
て
、
『
不
破

の
関
』
に
相
当
す
る

『
関
門
海
峡
』
〔文
字
関
と
馬
関
と
の
間
の
長
レ豊
海
峡
〕

を
封
鎖
せ
よ
、
と
命
じ
る
。

六
月
二
十
四
日
、
大
海
人
皇
子
、
東
国

（九
州
の
東
側
の
地
域
）

へ
向
か
う
。

六
月
二
十
六
日
、
馬
城
峯

（大
元
山
）
山
頂
の

『
天
照
大
神
の
宮
』
（内
官
）
を

望
拝
す
る
。
『東
海
の
軍
』
（瀬
戸
内
海
を
東

へ
向
か
う
軍
）
と

『東
山
の
軍
』

（山
陽
道
を
東

へ
向
か
う
軍
）
を
発
す
。

六
月
二
十
七
日
、
大
海
人
皇
子
、
不
破
の
野
上
に
到
る
。
高
市
皇
子
に
、
　
悉

の
軍
事

（大
宰
府
攻
略
の
軍
事
全
て
の
意
で
あ
ろ
う
）
を
授
け
る
。

六
月
二
十
九
日
、
大
倭
国

（肥
後
国
）
に
留
ま
っ
て
い
た
大
伴
吹
負
が
、
詐

っ

て

『
タ
ケ
チ
ノ
ミ
コ
ウ
』
（高
市
皇
子
に
酷
似
）
と
名
告
り
、
帰
化
人
の
秦

造

熊
に
フ
ン
ド
シ
を
さ
せ
、
馬
を
馳
せ
さ
せ
、
「タ
ケ
チ
ノ
ミ
コ

（ウ
）
が
不
破
の

方
か
ら
や
っ
て
き
た
。
大
軍
が
従
ち
て
い
る
ぞ
」
と
叫
ば
せ
る
。

**

智
天
皇
の

歳
．
平
安

＊

『
長
門
本

所
な
り
」
と
あ
る
。

赤
旗
を
旗
印
と
す

あ
る
ｃ

＊

『
日
本
書
紀
』
は
、
《
壬
申
の
乱
》
の
前
段
で
、
九
州
北
辺

お
よ
び
肥
後
国
に
お
け
る
展
開
に
つ
い
て
述

べ
、
―
―

後

段
で
、
近
畿
地
方

の
戦
況
を
述

べ
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ

る

。

*

子

の

届
く
ま
で
、

か

か
な
い
。
〔東
の
天
智
上
皇

1日

名

。
門
司
と

の

た

の
で
あ
ろ
う
も

と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
〕

皇
は
、

で
大
友
皇
子
に
譲
位
し
た

か
れ
た
、
と
想
像
さ
れ
る
。

十
三
年
十
月
条
に
年
十
六
と
あ
る
に

崩
年
は
四
十
六
歳
。
『帝
説
』
に
よ

以
後
の
諸
書
に
五
十
三
歳
、
五
十
八
歳
な
ど
と

はの

〔赤
旗
を
掲
げ
た

る
平
家

一
門
が
、

大
海
人
皇
子
に
倣
い
、

柳
営
を
置
い
て
内
裏

「
一 ）

あ
た
り
に

は
、
‥
…

す
こ
し
故
あ
る 山よ

よ
れ
ば
、
天

れ
ば
四
十
七

を

巻
３イ

″
笠
て

／
ｔ
＼

の

か
れ

θ９
′

ズ
）

七
月
二
日
、
高
市
皇
子
軍
が
、
近
江

（大
宰
府
）
目
指
し
て
の
進
撃
を
開
始
す
る
。

七
月
二
十
三
日
、
大
友
皇
子
、
逃
げ
場
を
失
い
、
『山
前
』

（所
在
地
に
つ
い
て

は
古
来
諸
説
が
あ
る
）
で
自
殺
す
る
。

一
方
近
畿
地
方
で
は
卜
‥
指

，月
卜
網
、
将
軍
大
伴
御
行

〔別
名

『高
市
大
卿
』
と

い
う
。
す
な
わ
ち

「高
市
の
御
行
」
。
故
あ
っ
て
、
『吹
負
』
と
記
さ
れ
て
い
る
〕

等
が
大
和
国
で
挙
兵
す
る
。
出
没
自
在
の
遊
撃
戦
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

月
半
ば
頃
か
）
、
長
ら
く
待
ち
続
け
て
き
た

『
東
の

西
の
方
か
ら
頻
に
次
々
と
到
着
す
る
。

七
月
二
十
二
日

（大
友
皇
子
自
殺
の
前
日
）
、
大
海
人
皇
子
軍
は
、
淀
川
の
南
に

駐
屯
す
る
。

七
月
二
十
四
日
、
彼
浪

（滋
賀
県
大
津
市
あ
た
り
）
で
、
左
右
大
臣
、
諸

の
罪

人
等

（天
智
上
皇
等
の
意
で
あ
ろ
う
）
を
探
り
捕
る
。
〔＊
近
畿
地
方
で
の
戦
勝

の
報
は
、
直
ち
に
、
野
上
の
大
海
人
皇
子
へ
伝
え
ら
れ
た
に
相
違
な
い
〕

七
月
二
十
六
日
、
大
友
皇
子
の
頭
が
、
大
海
人
皇
子
の
陣
営
の
前
に
献
ら
れ
る
。

＊

「壬
申
の
乱
」
当
時
、
次
の
三
人
の
大
伴
氏
が
大
い
に
活

躍
し
た
よ
う
で
あ
る
。

田

『
馬
来
田
』
（孝
徳
朝
の
右
大
臣
大
伴
長
徳
の
弟

）
は
、

大
海
人
皇
子
に
つ
き
従
い
、
東
国

へ
向
か
っ
た
。
〔追
贈
さ

れ
て
い
る
の
で
、
大
功
を
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
〕

ｒ
ｉ
け
１
０
，―
―
―
―
コ
調
１

，
Ｉ
Ｉ
■
，―
―
■
０
１
こ
　
　
　
　
　
　
や
ま
と
の
く
に
　

　

ひ

こ
の
く
に

例

『
吹
買
』
（馬
来
田
の
弟

）
は
、
大
倭
国

（肥
後
国
）
に

製
り
、
訃
軸
を
抑
げ
よ
う
と
籐
知“を
う
か
が
っ
た
。
六
月

二
十
九
日
、
吹
貢
は
詐

っ
て
、
「俺
は
タ
ケ
チ
ノ
ミ
コ
ウ
だ
」

思
わ
れ
る
。

近
畿

（滋
賀
県
）
の
方

へ
向
か
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
海
人
皇
子
は
、
七
月
二
十
六
日
に
大
友
皇
子
の
頭
が
営

の
前

へ
献

ら
れ
た
後
、
馬
城
峯

（大
元
山
）
山
頂
の

『
天

照
大
神
の
宮
』
（内
宮
）
に
詣
で
て
戦
勝
の
御
報
告
を
し
、

て
い
た
の
だ
ろ
う
）
は
、

天
智
上
皇
軍
の
耳
目
を
南

ま
た
、

乱
」

の

の
と
い
う
ｃ

な

い
、

ラ

ク

リ

や
や
こ
し
く
な

っ
て
い
る
も
の
と

と

つ



四    三 二エ
ハ

ら
首

六
七
七

四
月
、

五七

四
月
、

の

―tj
ナL

五
月
、
『

八

そ
れ
か
ら

《
一
ヶ
月
後
）
の
八
月
一

臣
中
臣
連
金
を
近
江
国
の
浅
丼

（琵

占
星
台

一十
五
日
、
重
罪
八
人
を
極
刑
と
し
、
右
大

一琶
湖
の
東
北
域
）
で
斬
る
。

か
）
を
建
て
る
。
二
月
、

＊
な
お
、
九
州
地
方
の

《
地
名
の
改
称
》
が
、
「壬
申
の
乱
」

終
結
後
、
最
高
権
力
者

『
天
皇
』
の
名
に
お
い
て
行
な
わ

れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も

『
日
本
書
紀
』
は
、

た
だ
単
に
、
近
畿
地
方
の
地
名
を
借
用
し
て
い
る
だ
け
な

の
だ
ろ
う
か
。

九
月
八
日
に
車
駕
帰
途
に
つ
く
。
桑
名

・
鈴
鹿

・
阿
閉

・
名
張
を
経
て
、
九
月

十
二
日
に

『
倭
京
』
（大
和
の
都
）

へ
到
る
。

※

〈大
海
人
皇
子
が
、
南
伊
勢
山
中
の

『
天
照
大
神
の
官
』
（外
宮

・
離
宮
）
に

立
ち
寄

っ
て
、
勝
利
し
得
た
こ
と
を
厚
く
感
謝
さ
れ
た
〉
よ
う
に
は
見
受
け
ら

れ
な
い
。
（第
９
表
参
照
）

※
す
で
に
、
宇
佐
国
の
内
宮

へ
の
参
詣
を
済
ま
せ
て
お
ら
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ

野 の

七
月
十
七
日
、

卒
す
。
（第
１
表
参
照
）

の
会
盟
』
に
お
い
て
、

四
位
葛
城
王

〔天
智
天
皇
の
か
つ
て
の
官
位
、
お
よ
び

―
）

つ

と
す
る
。
十

一
月
、

に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し

の

か
） 驚̈

糧
堆
僣
褥
よ

宮
の
東
の
岳
で
妖
言
し
、
自

＊
本
来
の
歴
史
観
を
大
き
く
変
更
す
る
施
策
が
矢

打
ち
出
さ
れ
、
こ
れ
を
諫
め
る
者
達
が
続
出
し

に
も
事

せ

い
よ
う
に

思
わ
れ
る
ｃ

＊
六
七
六
年
、

す
。
（よ
つ

す
る
ｃ

*

の
そ
そ
り

っ
て

い
る

れ
る
。

*

の

と

い

が
、
唐

を
朝
鮮
半
島
か
ら

ヽ
ツ

ヽ

膚
で

，

い

山画

や
く
、
日
本
に

の
時
が

と
な

っ

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

や
っ
て
き
た
）

雷
し
た
、
と

を

た 継つ

よ ぎ
う 早零
0こ  に

と

し

、
す

424

ヘ

Ａ

´

ふ
７

　

一ｒ

（
コ
●

０
１
・１

′卜
、
プ
′

Ｌ

′‘

jヤ
詩゛

九

六
八
〇

十

一
月
、

十

三
月
十
七

宮 i

皇
后
不
豫

（病
気
）

ヽ
■
た
い
一
」く
で
ん
一

一日
、
天
皇
ギ
伏
極
澱
・ の

た
め
、
薬
師
寺
を
造

（通
常
、

と
考
え
ら
れ
て
い
る

六
八六

八
四

六
八
五

十

四

六
八
六

十

五

（朱
鳥

一
）

一
月
、
諸
王
十
二

十

一
氏
に
忌
寸
の

六
八
七

持
統
　
一

月
、
筑
紫
大

宰

、
投
化

（帰
化
）
し
た
新
羅
の
僧
尼

・
百
姓
二
十
二
人
を

じ

る

。

献Z四

椰い'

十

一

十

三

十

二

で
ま
し
て
、

三
月
一
日
、
翻
劉
劉
劉
棚
媚
↓こ‐
嵩
わ
し
て
朧
流
を
視し
箱
さ
せ
る
。
三
月
十
六
日
、
*

天
皇
、
新
城
に
幸
す
。

二
月
、
大
津
皇
子
、
朝
政
を
執
る
。
十
二
月
、　
詔

し
て
、
「都
城

・
宮
室
は
、

一
と
こ
ろ
に
非
ず
、　
両

。
参
造
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

平
城
京
域
を
埋
め
立
て
る
作
業
が
、
突
貫
工
事
で

め
ら
れ
て
い
た
、
と
想
像
さ
れ
る
。

と
平
城
宮
が
陪
都
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

間
四
月
、
飛
鳥
寺
の
僧
福
楊
、
獄
中
で
自
ら
首
を
刺
し
て
死
ぬ
。
十
月
、
諸
氏

の
族
姓
を
改
め
て
、
八
色
の
姓
を
制
定
す
る
。
守
山
公
ら
十
三
氏
に
真
人
の
姓

を
賜
う
。
十

一
月
、
大
三
輪
君
ら
五
十
二
氏
に
朝
臣
の
姓
を
賜
う
。
十
二
月
、

大
伴
連
ら
五
十
氏
に
宿
画
の
姓
を
賜
う
。

僧
福
楊
は
、
国
の
大
切
な
遺
産
や
伝
統
を

（無
意
味
に
）

抹
殺
し
て
い
る
現
状
を
嘆
か
わ
し
く
思
い
、
当
今
の
政
治

に
対
す
る
強
い
非
難
の
意
味
を
込
め
、
自
ら
首
を
刺
し
て

*

死
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

＊
と
も
あ
れ
結
果
と
し
て
、
神
璽
の
八
肥
鏡
は
伊
勢
の
国
に
、

草
薙
剣
は
熱
田
社
に
、
〔第

一
期
二
朝
時
代
を
迎
え
る
に
当
り
〕

更
に
造

っ
た
鏡
と
剣
は
宮
中
に
安
置
さ
れ
た
、
と
解
さ
れ

る
。
（第
９
表
参
照
）

＊

『
一
代
要
記
』
『皇
胤
紹
運
録
』
に
六
十
五
歳
崩
、
『神
皇

正
統
記
』
な
ど
に
七
十
三
歳
と
あ
る
。

う
に
、

貪|

印

し
た

祀
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ｃ
（「古
語
拾
遺
」
参
照
）
〕

七
月
、
元
を
改
め
て
朱
鳥
元
年
と
い
う
。
八
月
、
天
皇
不
豫
の
た
め
神
祗
に
祈

る
。
九
月
、
天
皇
、
お
崩
れ
に
な
る
。
皇
后
、
称
制
す
る
。
十
月
、
大
津
皇
子
、

謀
反
を
は
か
り
死
を
賜
う
。

か
も
知
れ
な

い
）
に
お
い
て
、

＊
白
村
江
で
の
敗
戦

・
壬
申
の
乱
等
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
て

い
た
国
史
編
纂
事
業
が
、
再
開
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

白
エ五

日
、

を
お
さ
せ
に
な
る
．

四
十
八
階
の
爵
位
を
定
め
る
。
六
月
、
大
倭
連
ら

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

り
置
く
。

朝
の
世
が

し

、

の
ほ

と
り

に
い
よ

＊
こ
の
当
時
、

が
、
天
武
天
皇
の

な

ら

ζ

ヽ
、

は
祭

*

関難 1吉 押i広
:

波:し 大i:

官や進1な

に
つ

た
よ
う
で
あ
る
ｃ

９
′

／
６

へ
′

／

才
を

Ｒ
ψ

，
″3θθ ゆ夕炒Ｊ

、

一●125

荀

う
。
（第
９
表
参
照
）

是
歳
、
宮
室
を
岡
本
宮
の
南
に
造
る
。
飛
鳥
浄
御
原
宮
と
い
う
。

二
月
、
大
海
人
皇
子
、
即
位
す
る
。

。
八
月
、

神
官

ヘ

せ
る
。

六     六 六

機ξ

ヽ
ヽ

〓
１

，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‥
‥
―

，
，
１
１
１
１
‥
―
―
‥
―
‥
―

，
１
１
マ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
，
‥
―
―

，
―

１
１

　　　「
―
―
―
―
―
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六
九
一

究 充 充 六
八
九

六
九
七

六
九
二

六
九
三

十

一
⊥
ハ十 九 八  七 五     四

一
月
十
八
日
、
天
皇

（正
式
に
は
未
だ
天
皇
で
な
い
）
、
吉
野
宮

天
皇
の
吉
野
宮

へ
の
行
幸
記
事
は
実
に
多
い
が
、
こ
れ
が
初
出
）

子
草
壁
皇
子
莞
去
す
る
。

一
月
、
神
璽
の
剣

・
鏡
を
皇
后
に
奉
上
る
。
皇
后
鵬
野
讃
良
皇
女
、
即
位
す
る
ｃ

七
月
、
高
市
皇
子

（後
皇
子
尊
と
も
い
う
）
を
太
政
大
臣
と
す
る
。
九
月
、
戸

籍

（庚
寅
年
籍
）
を
造
ら
せ
る
。

八
月
、
大
三
輪

・
藤
原

。
巨
勢

・
春
日

・
大
伴

・
紀
伊

・
阿
倍

・
佐
伯

・
阿
曇

氏
も
計
八
氏
に

詔

し
、
そ
の
担
傷
）
（そ
の
他
諸
々
の
氏
の
祖
等
）
の

『墓
記
』

を
上
進
ら
せ
る
。

八
月
、
天
皇
、
皇
太
子

（文
武
天
皇
）
に
譲
位
す
る
。

磯
の

の

五
月
、
藤
原
の
宮
地

一
月
、　
詔

し
て
、
天
下

ア

メ
ーー

気

″

奴
に
は

（黒
衣
）
を

着

に
幸
す

（持
統

。
四
月
、
皇
太

野
宮

へ
幸
し
、
七
月
十
日
に
帰
り

＊
し
『
墓
記
』

〔祖
先
の
事
績
な
ど
、
氏
の

。
伝

・
承

・
を
記

。し
駐
蚊

書

（「広
辞
苑
」
〈墓
記
〉
参
照
）
〕
が
、
こ
と
ご
と
く
没
収

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

の
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

皇
は
、
在
位
十

一

*

つ

を

の
御
意
向
を

い

つ

ふ
）
。

上
天
皇
は
、
文
武
天
皇
の
大
宝
元

Ｌ
三、

し
坐
せ
は

*

十
一
、

て

う

ｃ

で

『
都
』

陪
都 を

九
―
四
二
六
〇

の
　
旬
旬
・

は
天
武
天

（～
七
〇

一
）っ

た
ｃ

■
０
、

の
で
あ

し
て
ゆ
か

に
、　
〓

で
お
ら
れ
る

に
す

で
に

な
し

つ

生
前
、
次
の
歌

（万
巻
十

年
六
月
二
十
九
日
に

至
ら
れ
た
）

城,以 t

宮,前 :

*

築
か
れ
、

，
―

一　
　
■

，
，
・
一
‐

（七

一
〇
）

て
い
た
平

は
平
城
遷
都

の

一
つ
と
さ
れ

r

ヽ
―
ジ

4260¬
′Cヘ

(男 ′33∂ |

九
月
、

．

●
―

［
「
一

ｔ
ｌ

／郷
」

十
二
月
、
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〔著者細分〕
[1 が ,い きく

吉閑鋼作

躍種 16年 (1941年 )5月 に生まれる。

著書

・『小野小町』第 1刷、第 2刷。機新人物往来社 〔現在、株式会社スADOKAWA〕 .

(『新 コやまと物語』の末尾あたりから一部抜粋)

*第 2締I!(91買 )「第九十三章」から読んでいただきたしヽと思います。

興味深い筋書きとなつています。

黎『新 "やまと物語』第一巻 醸第二巻まで刊行。株式会社 KADOKAWA。

"『新・やまと物語』第二巻以降 |ま、インターネットで、閲覧 ください。
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